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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 9月 8日 (2006.9.8)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
肢 体 に 装 着 し て 前 記 肢 体 を 動 か す 駆 動 部 を 備 え 、 前 記 駆 動 部 に 取 り 付 け ら れ た 位 置 ・ 角 度
セ ン サ の セ ン シ ン グ 情 報 を も と に 、 力 制 御 ま た は 位 置 制 御 に よ っ て 前 記 駆 動 部 の 動 作 を 制
御 す る に お い て 、
前 記 駆 動 部 の 先 端 が 予 め 設 定 さ れ た 軌 道 に 沿 っ て 動 作 す る よ う に 、 動 作 指 令 を 生 成 す る 目
標 軌 道 設 定 部 と 、
前 記 目 標 軌 道 設 定 部 の 出 力 か ら 前 記 軌 道 の 接 線 方 向 を 算 出 し 接 線 座 標 系 を 導 出 す る 接 線 座
標 系 生 成 手 段 と 、
前 記 接 線 座 標 系 を も と に 、 前 記 軌 道 の 接 線 方 向
よ う に 力 制 御 の 制 御 座 標 系 を 制 御 す る 力 方 向 制 御 手 段 と 、
前 記 位 置 ・ 角 度 セ ン サ の セ ン シ ン グ 情 報 と 前 記 目 標 軌 道 設 定 部 の 出 力 と 前 記 力 方 向 制 御 手
段 の 出 力 と に 基 づ い て 治 療 状 態 を 提 示 す る 治 療 状 態 提 示 手 段 と
を 備 え た こ と を 特 徴 と す る
【 請 求 項 ２ 】
前 記 力 方 向 制 御 手 段 は 、 前 記 軌 道 の 接 線 方 向 の 制 限 力 と 法 線 方 向 の 制 限 力 と

垂 直 な 方 向 の 制 限 力 各 要 素 に も つ 制 限 力 ベ ク ト ル と
、 前 記 接 線 座 標 系 と 、 前 記 肢 体 駆 動 装 置 の 基 準 座 標 系 と か ら 座 標 変 換 行 列 を 算 出 し 、 前 記
制 限 力 ベ ク ト ル と 前 記 座 標 変 換 行 列 と ヤ コ ビ 行 列 と の 積 か ら 前 記 駆 動 部 の 制 限 ト ル ク を 算
出 し 、 ト ル ク を 制 限 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の
【 請 求 項 ３ 】
前 記 接 線 座 標 系 生 成 手 段 は 、 前 記 目 標 軌 道 設 定 部 の 出 力 と 前 記 駆 動 部 の 位 置 情 報 と か ら 、

現 在 位 置 に 最 も 近 い 前 記 目 標 軌 道 設 定 部 の 出 力 （ 目 標 点 ） を 選 択 し 、 前
記 目 標 点 を 基 に 前 記 軌 道 の 接 線 方 向 を 算 出 し 接 線 座 標 系 を 導 出 す る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ 乃 至 ２ 記 載 の
【 請 求 項 ４ 】
前 記 接 線 座 標 系 生 成 手 段 は 、 前 記 目 標 軌 道 設 定 部 の 出 力 と 前 記 駆 動 部 の 位 置 情 報 と か ら 、

現 在 位 置 に 最 も 近 い 前 記 目 標 軌 道 設 定 部 の 出 力 （ 目 標 点 ） を 選 択 し 、 そ
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の 間 の 距 離 が 予 め 定 め た 規 定 値 以 上 の 場 合 は 、 警 告 情 報 を 前 記 治 療 状 態 提 示 手 段 に 出 力 す
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ３ 記 載 の
【 請 求 項 ５ 】
前 記 治 療 状 態 提 示 手 段 は 、 治 療 状 態 を 同 時 に 提 示 す
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ４ 記 載 の
【 請 求 項 ６ 】
前 記 目 標 軌 道 設 定 部 は 、 目 標 点 と 現 在 位 置 と の 間 の 距 離 が 予 め 定 め
た 閾 値 よ り も 大 き い 場 合 は 、 前 記 駆 動 部 先 端 の 動 作 方 向 が 前 記 目 標 点 と 逆 方 向 に な
る よ う に 動 作 指 令 を 生 成 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ５ 記 載 の
【 請 求 項 ７ 】
前 記 目 標 軌 道 設 定 部 は 、 目 標 点 と 現 在 位 置 と の 間 の 距 離 の 時 間 変 化
が 予 め 定 め た 閾 値 よ り も 大 き い 場 合 は 、 動 作 指 令 を 停 止 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ 乃 至 ６ 記 載 の
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 発 明 の 名 称
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 発 明 の 名 称 】 肢 体 駆 動 装 置
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ １ 】
本 発 明 は 、 肢 体 駆 動 装 置 に 関 し 、 特 に 人 間 の 関 節 や そ の 他 の 治 療 対 象 へ の 過 負 荷 を な く し
、 装 置 の 安 全 性 を 高 め る よ う 肢 体 軌 道 を 考 慮 し た に 関 す る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
し か し な が ら 、 従 来 の 肢 体 へ の 過 負 荷 が 発 生 し た 任 意 の 自 由 度 方 向 を フ
リ ー に す る た め 、 患 者 の 関 節 の 拘 縮 、 痙 性 、 筋 緊 張 な ど に よ っ て も 、 任 意 の 自 由 度 方 向 へ
ア ー ム が 動 作 す る こ と に な り 、 そ の た め 肢 体 の 姿 勢 が 崩 れ 、 所 望 の 治 療 姿 勢 と は 異 な る 姿
勢 と な る た め 、 そ の 時 点 で 治 療 を 停 止 し な け れ ば な ら な い と い っ た 問 題 が あ っ た 。
本 発 明 は こ の よ う な 問 題 点 に 鑑 み て な さ れ た も の で あ り 、 患 者 の 関 節 の 拘 縮 、 痙 性 、 筋 緊
張 な ど に よ っ て 過 負 荷 が 発 生 し た 場 合 で も 、 肢 体 の 姿 勢 が 崩 れ る こ と な く 患 者 へ の 過 負 荷
を 回 避 し 、 さ ら に 治 療 継 続 が 可 能 な を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
上 記 問 題 を 解 決 す る た め 、 本 発 明 は 、 次 の よ う に 構 成 し た の で あ る 。
請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 は 、 肢 体 に 装 着 し て 前 記 肢 体 を 動 か す 駆 動 部 を 備 え 、 前 記 駆 動 部 に
取 り 付 け ら れ た 位 置 ・ 角 度 セ ン サ の セ ン シ ン グ 情 報 を も と に 、 力 制 御 ま た は 位 置 制 御 に よ
っ て 前 記 駆 動 部 の 動 作 を 制 御 す る に お い て 、 前 記 駆 動 部 の 先 端 が 予 め 設 定 さ
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れ た 軌 道 に 沿 っ て 動 作 す る よ う に 、 動 作 指 令 を 生 成 す る 目 標 軌 道 設 定 部 と 、 前 記 目 標 軌 道
設 定 部 の 出 力 か ら 前 記 軌 道 の 接 線 方 向 を 算 出 し 接 線 座 標 系 を 導 出 す る 接 線 座 標 系 生 成 手 段
と 、 前 記 接 線 座 標 系 を も と に 、 前 記 軌 道 の 接 線 方 向

よ う に 力 制 御 の 制 御 座 標 系 を 制 御 す る 力 方 向 制 御 手 段 と 、 前 記 位 置 ・ 角 度 セ ン サ の セ
ン シ ン グ 情 報 と 前 記 目 標 軌 道 設 定 部 の 出 力 と 前 記 力 方 向 制 御 手 段 の 出 力 と に 基 づ い て 治 療
状 態 を 提 示 す る 治 療 状 態 提 示 手 段 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る も の で あ る 。
ま た 、 請 求 項 ２ に 記 載 の 発 明 は 、 前 記 力 方 向 制 御 手 段 は 、 前 記 軌 道 の 接 線 方 向 の 制 限 力 と
法 線 方 向 の 制 限 力 と 垂 直 な 方 向 の 制 限 力

各 要 素 に も つ 制 限 力 ベ ク ト ル と 、 前 記 接 線 座 標 系 と 、 前 記 肢 体 駆 動 装 置 の 基 準 座 標 系 と
か ら 座 標 変 換 行 列 を 算 出 し 、 前 記 制 限 力 ベ ク ト ル と 前 記 座 標 変 換 行 列 と ヤ コ ビ 行 列 と の 積
か ら 前 記 駆 動 部 の 制 限 ト ル ク を 算 出 し 、 ト ル ク を 制 限 す る こ と を 特 徴 と す る も の で あ る 。
ま た 、 請 求 項 ３ に 記 載 の 発 明 は 、 前 記 接 線 座 標 系 生 成 手 段 は 、 前 記 目 標 軌 道 設 定 部 の 出 力
と 前 記 駆 動 部 の 位 置 情 報 と か ら 、 現 在 位 置 に 最 も 近 い 前 記 目 標 軌 道 設 定
部 の 出 力 （ 目 標 点 ） を 選 択 し 、 前 記 目 標 点 を 基 に 前 記 軌 道 の 接 線 方 向 を 算 出 し 接 線 座
標 系 を 導 出 す る こ と を 特 徴 と す る も の で あ る 。
ま た 、 請 求 項 ４ に 記 載 の 発 明 は 、 前 記 接 線 座 標 系 生 成 手 段 は 、 前 記 目 標 軌 道 設 定 部 の 出 力
と 前 記 駆 動 部 の 位 置 情 報 と か ら 、 現 在 位 置 に 最 も 近 い 前 記 目 標 軌 道 設 定
部 の 出 力 （ 目 標 点 ） を 選 択 し 、 そ の 間 の 距 離 が 予 め 定 め た 規 定 値 以 上 の 場 合 は 、 警 告 情 報
を 前 記 治 療 状 態 提 示 手 段 に 出 力 す る こ と を 特 徴 と す る も の で あ る 。
ま た 、 請 求 項 ５ に 記 載 の 発 明 は 、 前 記 治 療 状 態 提 示 手 段 は 、

治 療 状 態 を 同 時 に 提 示 す る こ と を 特 徴 と す る も の で あ る 。
ま た 、 請 求 項 ６ に 記 載 の 発 明 は 、 前 記 目 標 軌 道 設 定 部 は 、 目 標 点 と
現 在 位 置 と の 間 の 距 離 が 予 め 定 め た 閾 値 よ り も 大 き い 場 合 は 、 前 記 駆 動 部 先 端 の 動
作 方 向 が 前 記 目 標 点 と 逆 方 向 に な る よ う に 動 作 指 令 を 生 成 す る こ と を 特 徴 と す る も の で あ
る 。
ま た 、 請 求 項 ７ に 記 載 の 発 明 は 、 前 記 目 標 軌 道 設 定 部 は 、 目 標 点 と
現 在 位 置 と の 間 の 距 離 の 時 間 変 化 が 予 め 定 め た 閾 値 よ り も 大 き い 場 合 は 、 動 作 指 令
を 停 止 す る こ と を 特 徴 と す る も の で あ る 。
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 図 面
【 補 正 対 象 項 目 名 】 図 １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
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